
名　     　称

法人番号

設立年月日

社員である司法書士会員の 　　町田　泰俊（三重第　542号）

氏名及び会員番号

簡裁代理権を有する特定社員の 　　町田　泰俊（第　1018052号）

氏名及び認定番号

使用人である司法書士会員の

氏名及び会員番号・認定番号

従たる事務所

主たる事務所

８．当事者その他の関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これら

業務範囲

　　　教育及び普及の業務

１１．司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務

平成21年10月16日

　　又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

９．当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督

　　委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しく

　　は取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

１０．司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の

　　方法務局に提出し若しくは提供する電磁的記録を作成すること

　　に類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務

５．前各号の相談に応ずること

６．簡易裁判所における、裁判所法第３３条第１項第１号に定められた額をこえない民事

　　訴訟法に定められた訴訟手続（一部の上訴の提起、再審、一部の強制執行手続を除

　　について代理すること

７．前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理

　　すること

令和6年3月6日現在

４．裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地

　２３－００００５

　　司法書士法人　富田総合事務所

　510-8006

　　富田　常豊（三重第　194号・第　1118060号）

　　三重県四日市市東富田町19番16号

　　TEL 059-364-3534

１．登記又は供託に関する手続について代理すること

２．法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること

３．法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代

　　理すること

　　く）、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められ

　　た手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法に定められた少額債権執行の手続

　　名古屋市熱田区四番一丁目16番16号

　　安田　怜史（三重第　613号）

　　安田　怜史（第　1801538号）



名　     　称

法人番号

設立年月日

社員である司法書士会員の

氏名及び会員番号

簡裁代理権を有する特定社員の

氏名及び認定番号

使用人である司法書士会員の

氏名及び会員番号・認定番号

法人番号

従たる事務所

社員である司法書士会員の

氏名及び会員番号

簡裁代理権を有する特定社員の

氏名及び認定番号

従たる事務所

　　豊田　博典（第　1801535号）

主たる事務所

　513-0842

　　三重県鈴鹿市岡田三丁目17番18号

    TEL 059-392-7168

（４）裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは

　　　地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること

業務範囲

（２）法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること

　　　（ただし、（４）に掲げる事務を除く。）

（３）法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について

　　　代理すること

（１）登記又は供託に関する手続について代理すること

　　司法書士法人　いろは

　２３－０００１１

（５）前各号の事務について相談に応ずること

（６）簡易裁判所における裁判所法第３３条第１項第１号に定められた額を超えない民事

　　　訴訟法に定められた訴訟手続（上訴の提起（自ら代理人として手続に関与している

　　　事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。）、再審及び強制執行手続を除く。）

　　　、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた

　　　手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行

　　　手続について代理すること

（７）前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること

（８）筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第３３条第

　　　１項第１号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること

（９）当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これら

　　　に類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業

　　　務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

（１０）当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、

　　　　監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同

　　　　意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

（１１）司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他

　　　　の教育及び普及の業務

　　名古屋市中区丸の内三丁目20番20号　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ丸の内（第三）707号室

（１２）競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第３３条の２第１項に規定す

　　　　る特定業務

（１３）司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務

　512-0931

　　三重県四日市市浮橋二丁目6番地11

　　豊田　博典（三重第　593号）

平成28年2月2日

　　佐野　弘行（三重第　571号）

　　佐野　弘行（第　1018049号）

　２３－０００１１－２３－０００１４

    TEL 059-324-8700



名　     　称

法人番号

設立年月日

社員である司法書士会員の

氏名及び会員番号

簡裁代理権を有する特定社員の

氏名及び認定番号

使用人である司法書士会員の

氏名及び会員番号・認定番号

従たる事務所

　　司法書士法人鈴木総合法務事務所

平成30年1月22日

　　鈴木  陽介（三重第　488号）

　　鈴木  陽介（第　518102号）

主たる事務所

　515-0045

　　三重県松阪市駅部田町１６０９番地７

    TEL 0598-23-4638

　　理すること

　　（ただし、４号に掲げる事務を除く。）

業務範囲

７．前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること

８．筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第３３条第１

　　項第１号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること

９．競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第３３条の２第１項に規定する特

１．登記又は供託に関する手続について代理すること

３．法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代

２．法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること

　　定業務

　　訟法に定められた訴訟手続（上訴の提起（自ら代理人として手続に関与している事件

１０．司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務

　　いて代理すること

　　解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、

　　民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続につ

　　の判決、決定又は命令に係るものを除く。）、再審及び強制執行手続を除く。）、和

　２３－０００１３

６．簡易裁判所における裁判所法第３３条第１項第１号に定められた額を超えない民事訴

　　方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること

４．裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地

５．前各号の事務について相談に応ずること



名　     　称

法人番号

設立年月日

社員である司法書士会員の

氏名及び会員番号

簡裁代理権を有する特定社員の

氏名及び認定番号

使用人である司法書士会員の

氏名及び会員番号・認定番号

従たる事務所

　　は取消を行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

11. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教

　　育及び普及の業務

　　井坂　圭吾（第　1118062号）

13. 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務

令和3年6月1日

　  ３条の２第１項に規定する特定業務

　　業務をいう。以下同じ。）

　　に類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務

　　又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

10．当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督

　　委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しく

８．筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第３３条第１

　　項第１号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること

９．当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これら

12. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号）第３

　　井坂　圭吾（三重第　547号）

７．前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること

業務範囲

１．登記又は供託に関する手続について代理すること

２．法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること

　　（ただし、第４号に掲げる事務を除く。）

３．法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代

　　理すること

４．裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地

　　方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること

５．前各号の事務について相談に応ずること

６．簡裁訴訟代理等関係業務（司法書士法第３条第１項第６号から第８号までに規定する

　　司法書士法人井坂総合事務所

　２３－０００１５

主たる事務所

　516-0077

　　三重県伊勢市宮町一丁目5番13号

    TEL 0596-28-2240



名　     　称

　　　　　法人番号

業務範囲

設置年月日

社員である司法書士会員の

氏名及び会員番号

簡裁代理権を有する特定社員の

氏名及び認定番号

使用人である司法書士会員の

氏名及び会員番号・認定番号

主たる事務所

　 三重県四日市市安島二丁目4番18号　マンション太平洋61号室

　　司法書士人つむぐ相続法務事務所

　２２－００１７１－２３－０００１６

従たる事務所

　510-0075

    TEL 059-327-6969

　　て代理すること

３．法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続につい

　　こと（ただし、第四号に掲げる事務を除く）

２．法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成する

１．登記または供託に関する手続について代理すること

　　くは取消しを行う業務またはこれらの業務を行う者を監督する業務

　　督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意もし

10．当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監

　　またはこれらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務

　　定められた訴訟手続（上訴の提起（自ら代理人として手続に関与している事件の判決、

５．前各号の事務について相談に応ずること

　　地方法務局に提出しもしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること

４．裁判所もしくは検察庁に提出する書類または筆界特定の手続において法務局もしくは

７．前号について、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること

　　教育および普及の業務

11. 司法書士または司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の

６．簡易裁判所における裁判所法第３３条第１項第一号所定の額を超えない民事訴訟法に

　　決定または命令に係るものを除く）、再審および強制執行手続を除く）、和解手続、

　　支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停

　　法に定められた手続および民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代

　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通8丁目9番地1　新瑞センタービル3階　

　　定業務

９．当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これら

　　項第一号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること

８．筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第３３条第１

令和3年9月8日

　　畑中　潤（三重第　623号）

13．司法書士または司法書士法人の事務に附帯し、または密接に関連する業務

12．競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第３３条の２第１項に規定する特

　　理すること

　　畑中　潤（第　2101309号）

　　に類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務



名　     　称

　　　　　法人番号

業務範囲

設置年月日

社員である司法書士会員の

氏名及び会員番号

簡裁代理権を有する特定社員の

氏名及び認定番号

使用人である司法書士会員の

氏名及び会員番号・認定番号

　　司法書士人ききょう

　２３-０００１７

従たる事務所

　518-0604

　 三重県名張市さつき台二番町48番地

    TEL 0595-66-5600

１．登記または供託に関する手続について代理すること

２．法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成する

　　こと（ただし、第４号に掲げる事務を除く）

３．法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続につい

　　て代理すること

４．裁判所もしくは検察庁に提出する書類または筆界特定の手続において法務局もしくは

８．筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第３３条第１

　　項第１号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること

　　地方法務局に提出しもしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること

５．前各号の事務について相談に応ずること

６．簡易裁判所における裁判所法第３３条第１項第１号所定の額を超えない民事訴訟法に

　　定められた訴訟手続（上訴の提起（自ら代理人として手続に関与している事件の判決、

　　決定または命令に係るものを除く）、再審および強制執行手続を除く）、和解手続、

　　支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停

　　教育および普及の業務

10．競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第３３条の２第１項に規定する特

　　定業務

13．司法書士または司法書士法人の事務に附帯し、または密接に関連する業務

令和4年4月1日

　　村上　眞吾（三重第　557号）

　　村上　眞吾（第　1112064号）

　　小林　剛啓（三重第　627号・第　2101312号）

９. 司法書士または司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の

　　法に定められた手続および民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代

　　理すること

７．前号について、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること


